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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a) 指先の爪側から、前記指先の左右の側端の位置をそれぞれ測定する指幅測定手段と
、
　b) 剛体面を有し、該剛体面に垂直な方向に付与される押圧力と、前記剛体面の面内方
向に付与される接線力とを測定する剛体面力測定手段と、
　c) 前記指先と前記剛体面の間の滑りを測定する滑り測定手段と、
　d) 前記指先の腹を前記剛体面に接触させて該指先を下方に押圧し、指先を左又は右に
移動させた際の、前記剛体面力測定手段により測定される押圧力及び接線力と、前記指幅
測定手段により測定される指先の左右の側端の位置と、前記滑り測定手段により測定され
る滑りの大きさとに基づき、被検者の指先の弾性体モデルのパラメータを算出する弾性体
モデルパラメータ算出手段と、
　e) 被検者の指先を被検面に接触させた際に前記指幅測定手段により測定される指先の
左右の側端の位置に基づき、前記弾性体モデルのパラメータを用いて、該指先と該被検面
の間の押圧力及び接線力を算出する力算出手段と
　を備えることを特徴とする指先接触状態測定装置。
【請求項２】
　更に、
　f) 被検者の指先の弾性体モデルのパラメータに基づき、各種摩擦係数と押圧力及び接
線力の関係を記憶する摩擦状態記憶手段と、
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　g) 前記剛体面力測定手段により測定される押圧力及び接線力と前記関係に基づき、被
検者の指先の摩擦係数を推定する摩擦係数推定手段と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の指先接触状態測定装置。
【請求項３】
　更に、
　h) 被検者の指先を被検面に接触させている際の余裕係数を算出する余裕係数算出手段
と
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の指先接触状態測定装置。
【請求項４】
　前記指幅測定手段が、指先の両側端を挟み、それぞれに歪ゲージが取り付けられた2本
の可撓性アームから成ることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の指先接触状態
測定装置。
【請求項５】
　前記指幅測定手段が、指先の爪側から該指先を撮影するカメラと、該カメラで撮影され
た画像に基づき該指先の左右の側端の位置の変化を測定する側端位置検出部から成ること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の指先接触状態測定装置。
【請求項６】
　前記剛体面が透明板から成り、前記滑り測定手段が、該透明板の裏面から該透明板を撮
影するカメラと、該カメラで撮影された指先の画像に基づき該指先の滑りの有無を判定す
る滑り判定部から成ることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の指先接触状態測
定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人間や、弾性体の指先を有するロボットが指先で対象物を把持する際の力や
滑り等の状態を測定するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボットに人間に近い動作をさせる場合、その重要な動作の一つに、指先で物体（対象
物）を把持する（つまむ）という動作がある。対象物を強く把持しすぎると対象物が壊れ
るおそれがあり、把持力が弱すぎると対象物が指先から落ちてしまう。人間はその把持力
を一瞬の間に判断し、調整しているが、ロボットの開発のためにはそのような人間の動作
及び指先の状態を正しく測定することが必要である。
【０００３】
　また、人間が指先で物体を触る場合、その最初に指先を当接させた際の感覚（初期触感
）とともに、指先を物体の表面で滑らそうとするときに感じる感覚（滑り触感）も、その
物体の表面特性を判断する際に重要な要素となる。このうち、特に、指先の全面滑りが生
じる直前（初期滑り状態）の把持力の強さは、例えば、スポーツ用具等の解析の際には重
要な要素となる。また、化粧道具等の、一般消費者が指先で操作を行う道具を開発する際
にも、このような触感は商品としての重要な特性となる。
【０００４】
　特許文献１には、指先が全面滑りを起こすまでの滑り余裕や摩擦係数を計測する触覚セ
ンサが開示されている。この触覚センサは、弾性体からなるセンサ感知部と、測定対象物
との接触面の変形を小型カメラを用いて計測し、この接触面の変形情報、接触面に働く接
線方向の力信号、及び弾性体の物性定数を所定の計算アルゴリズムを用いて計算すること
により、滑り余裕を求めている。
【０００５】
　特許文献２には、表面側から押されることで裏面側に窪む弾性体の裏面上の模様をカメ
ラで撮影することにより、押された力の水平分力と垂直分力を測定するセンサが開示され
ている。特許文献２には、弾性体内部に針金状の歪みセンサを配置したセンサも提案され
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ている。
【０００６】
　特許文献３には、滑り検出表面に接触している静止物体の滑り開始動作を検出するセン
サが開示されている。これは、接触部材と接触受け部材の接触を、両者の間に介挿された
感圧導電シートの抵抗値の変化に基づいて検出するものであり、接触部材の滑り変位発生
直前に生じた高周波波形成分が所定の閾値を超えたとき滑り変位発生直前に初期滑りが発
生したことを確認するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開WO2006/030570号
【特許文献２】特開2009-198475号公報
【特許文献３】特開2010-271242号公報
【特許文献４】特開2013-003782号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】米澤智,「指先接触面の滑り量制御を用いた重量・摩擦提示デバイス」,
奈良先端科学技術大学院大学電子図書館 学位論文一覧 情報科学研究科 修士論文 平成23
(2011)年3月16日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記従来の技術ではいずれも、押し付ける方の物体（弾性体）、或いは、押し付けられ
る方の面にセンサが必要である。人間の指について測定する場合、もちろん、押し付ける
方の物体である指の内部にセンサを設けることはできない。また、実際の商品等について
測定を行おうとする場合、押し付けられる方の面にセンサを取り付けることもできない。
【００１０】
　本発明は、押し付ける方（指）と押し付けられる面の間には何も介在させることなく、
両者を実際の状況と同じように接触させた状態で両者間の状態を測定する装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために成された本発明に係る指先接触状態測定装置は、
　a) 指先の爪側から、前記指先の左右の側端の位置をそれぞれ測定する指幅測定手段と
、
　b) 剛体面を有し、該剛体面に垂直な方向に付与される押圧力と、前記剛体面の面内方
向に付与される接線力とを測定する剛体面力測定手段と、
　c) 前記指先と前記剛体面の間の滑りを測定する滑り測定手段と、
　d) 前記指先の腹を前記剛体面に接触させて該指先を下方に押圧し、指先を左又は右に
移動させた際の、前記剛体面力測定手段により測定される押圧力及び接線力と、前記指幅
測定手段により測定される指先の左右の側端の位置と、前記滑り測定手段により測定され
る滑りの大きさとに基づき、被検者の指先の弾性体モデルのパラメータを算出する弾性体
モデルパラメータ算出手段と、
　e) 被検者の指先を被検面に接触させた際に前記指幅測定手段により測定される指先の
左右の側端の位置に基づき、前記弾性体モデルのパラメータを用いて、該指先と該被検面
の間の押圧力及び接線力を算出する力算出手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る指先接触状態測定装置では、次に説明する「弾性体モデルパラメータ算出
段階」と「実測段階」の2つの段階を経て、被検物とそれに接触する指先の間の接触状態
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を測定する。なお、本発明において「指先」は、人間の指先であってもよいし、人工の指
先或いはロボットの指先であってもよい。
【００１３】
　１．弾性体モデルパラメータ算出段階
　(1)人間（被検者）について測定を行う場合は、まず、被検者に、指先に指幅測定手段
を装着してもらう。なお、この指先には手指の他、足指も含まれる。人工の指先又はロボ
ットの指先について測定を行う場合は、人工の指先やロボットの指先（擬指先）の弾性体
に指幅測定手段を装着する。
　指幅測定手段としては、特許文献４に記載の動作検出センサを用いることができる。ま
た、指の爪側から撮影した画像に基づき、左右の側端の位置を測定する装置であってもよ
い。この場合は、上記「装着」操作は不要である。
　(2)その指先を剛体面力測定手段の剛体面に押し付けてもらい（ロボットの指先の場合
は、押し付け。以下、同様に動作主体が変わる。）、剛体面を押し付ける力及び左右方向
の力を変化させてもらう。
　ここで、左右方向とは、指の長軸方向（これをy方向とする）と剛体面の法線の方向（z
方向）に共に垂直な方向（x方向）のことをいう。
　(3)その間、指幅測定手段により、被検者の指先の左右の側端の位置をそれぞれ測定す
る。
　(4)また、その間、剛体面力測定手段により、剛体面に垂直な方向に付与される押圧力
（fz）と、剛体面の面内方向に付与される接線力（fx）とを測定する。
　(5)また、その間、滑り測定手段により、被検者の指先と剛体面の間の滑りを測定する
。なお、ここでいう指先と剛体面の間の滑りとは、指先の腹の全面が剛体面に対して滑る
こと（これを「全面滑り」と言う）の他、指先の腹の一部のみが滑る場合も含む。
【００１４】
　滑り測定手段としては、例えば次のような手段がある。一つは、前記剛体面をガラス板
等の透明板として、その裏面側（指を押している面の反対側）から指の腹を撮影し、その
指紋（ロボットの場合は、適宜付した模様。）の動きを検出する装置である。もう一つは
、剛体面力測定手段で測定される接線力に基づいて測定を行う装置である。一部でも滑り
が生じると、押圧力と接線力の関係の変化として現れ、全面滑りが生じるときには、接線
力に比較的急激な変化が生じる。
【００１５】
　(6)剛体面力測定手段により測定される押圧力及び接線力と、前記指幅測定手段により
測定される指先の左右の側端の位置と、前記滑り測定手段により測定される滑りの大きさ
とに基づき、弾性体モデルパラメータ算出手段が、被検者の指先の弾性体モデルのパラメ
ータを算出する。
【００１６】
　２．実測段階
　(1)被検者に、指先に指幅測定手段を装着してもらい、その指先を被検物の表面に押し
付けてもらう（ロボットの場合には、押し付ける）。
　前記のとおり、指幅測定手段が指の爪側から撮影した画像に基づいて左右の側端の位置
を測定する装置である場合は、装着操作は不要である。
　(2)そのときの指先の左右の側端の位置を指幅測定手段により測定する。
　(3)この測定値に基づき、先に作成されたこの指の弾性体モデルのパラメータを用いて
、力算出手段により、指先と被検物の表面の間の押圧力及び接線力を算出する。
【００１７】
　上記指先の弾性体モデルを用いることにより、その指先の弾性体モデルと剛体面の間が
様々な摩擦係数を有する場合に、指先の弾性体モデルの剛体面に対する押圧力と接線力が
どのように変化するかを、予めシミュレーションしておくことができる。このシミュレー
ション結果を用いることにより、実際の指先（人間の指先、ロボットの指先）を被検物の
表面に押し付けたとき、上記の方法を用いて算出した押圧力と接線力の変化から、その指
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先と被検物の間の摩擦係数を推定することができる。この推定結果に基づき、実際の指先
が被検物の表面で滑り始めるまでの余裕係数を算出することができる。すなわち、現時点
での押圧力に対して、接線力があとどの程度の余裕があるかを知ることができる。これは
、例えば、指先で摘んだ物の重量がどの程度大きくなれば、指先から滑り落ちるか等の、
指先と被検物との関係を知ることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る指先接触状態測定装置では、目的とする指（被検指。人間の指の他、人工
の指やロボットの擬指先等も含む。）について一度、その被検指のパラメータを算出して
おけば、その被検指で任意の被検物に触ったときの押圧力や接線力を、被検指と被検物の
間に異物を介在させることなく測定することができる。また更に、その被検指のパラメー
タを持つ弾性体モデルを用いた様々な摩擦係数の場合のシミュレーションを行っておき、
こうして測定した被検指と被検物の間の押圧力や接線力の変化と照合することにより、被
検指と被検物の間の摩擦係数を推定することができる。これを用いることにより、被検指
が被検物の表面で滑り始めるまでの余裕係数を算出することができ、スポーツにおいて手
や指先で使用する道具の開発や改良、化粧道具等の指先で取り扱う日用品の開発や改良に
資する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態である指先接触状態測定装置の概略構成図。
【図２】滑り判定部における指先の滑りの判定方法を説明する説明図。
【図３】指幅測定装置による指先の左右の側端の移動量測定の様子を示す説明図であり、
(a)は指先が剛体面を押圧しない場合、(b)は押圧した場合の図である。
【図４】別の指幅測定手段を用いる指先接触状態測定装置の概略構成図。
【図５】略半球状の弾性体モデルと剛体板の間の力学的関係を示す説明図。
【図６】接線力fxを変化させたとき(a)及び押圧力fzを変化させたときの指幅測定装置で
ある歪ゲージの出力v1(s)、v2(s)の変化を示すグラフ。
【図７】伝達関数行列の一例。
【図８】伝達関数を用いた算出器の構成例を示すブロック図。
【図９】実測値（グレーの、変化の激しい線）と、指幅測定装置の出力と伝達関数を用い
て算出した推定値（黒の、変化の少ない線）をプロットしたグラフ。
【図１０】弾性体と剛体板の間の接線力を変えた場合(a)、及び摩擦係数を変えた場合(b)
の滑り状態の時間的変化を示すグラフ。
【図１１】図１０のグラフを得るための装置の説明図。
【図１２】弾性体と剛体板の間の摩擦円錐を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る指先接触状態測定装置の一つの実施形態について説明する。図１は
、本発明の指先接触状態測定装置のうち、剛体面力測定手段、滑り測定手段、弾性体モデ
ルパラメータ算出手段及び力算出手段の具体的形態の一例を示した概略構成図である。剛
体面力測定手段は透明板（ガラス製又はプラスチック製）１１と、その透明板１１を保持
し、その表面に接触している指先１２が該透明板１１に付与する力を検出する力検出部１
３から成る。力検出部１３は、透明板１１に垂直な方向（z方向）に付与される力（fz）
と、透明板１１に平行な一方向（x方向）に付与される力（fx）を検出する。なお、透明
板１１又は力検出部１３には、被検者が指の移動方向（力を加える方向＝力検出部１３が
接線力を検出する方向）が分かるように、矢印１４等のマークを付けておくことが望まし
い。滑り測定手段は、透明板１１の裏面側に設けたカメラ１５と、制御装置２０にインス
トールされた、該カメラ１５からの画像を解析するソフトで構成される滑り測定部２２か
ら成る。弾性体モデルパラメータ算出手段は制御装置２０内の後述のロジックを用いたソ
フトで構成される弾性体モデルパラメータ算出部２４から成り、力算出手段は制御装置２
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０内のソフトで構成される力算出部２１から成る。
【００２１】
　滑り測定部２２は、例えば図２に示すように、カメラ１５で撮影される画像から、指先
の滑りの大きさを測定する。指先は概略半球状となっているため、指先の滑りは周辺部分
から生じ始め、図２(a)～(e)に示すように、中央の変化しない部分（楕円内の部分）Cが
徐々に小さくなっていくという変化の様相を呈する。中央の変化しない部分Cの面積がゼ
ロとなったときを全面滑りが生じた時と判定する。
【００２２】
　指幅測定手段は、図３に示すように、指先１２の爪側に被せる指幅測定装置１６から成
る。この指幅測定装置１６は、特許文献４に記載の動作検出センサを用いるものである。
すなわち、指先１２を左右から挟む可撓性のアーム１６ａ、１６ｂの表裏にそれぞれ歪ゲ
ージ１６ｃ、１６ｄを貼付し、各アーム１６ａ又は１６ｂの両面の歪ゲージ１６ｃ、１６
ｄの出力より、各アーム１６ａ又は１６ｂのたわみ量を検出する。図３(a)及び(b)に示す
ように、このたわみ量は指先１２の左右の側端のそれぞれの移動量に対応し、事前に測定
を行っておくことによりこれらの移動量を正しく決定することができる。
【００２３】
　なお、指幅測定手段は、図４に示すように、指の爪側から指先を撮影するカメラ１７と
、その画像から指先の左右の側端の位置をそれぞれ検出し、その変化を測定するソフトで
実現される制御装置２０内の指幅測定部２５で構成してもよい。
【００２４】
　このような構成を有する本実施形態の指先接触状態測定装置１０の使用方法を次に説明
する。前記のとおり、実際に対象物と指先の間の接触状態を測定する前に、指先の弾性体
モデルのパラメータを算出する。
　ここで、指先の弾性体モデルとは、図５に示すように、指先を、縦弾性率E、動粘性係
数νの弾性体から成る半径Rの半球体で模したものである。この弾性体モデル１８が図５
に示すように、押圧力fgで剛体板１９に押し付けられ、x方向に接線力flの力が加えられ
た場合、弾性体モデル１８と剛体板１９の間の摩擦係数がμであるとすると、その変位δ
は次式で算出される（非特許文献１）。
　δ＝(3・μ・fg/16a)((2－ν)/G){1－(1－Φ)2/3}　…(1)
　G＝E/(2・(1＋ν))　…(2)
ここで、aは弾性体モデル１８と剛体板１９の接触部の半径であり、等価弾性係数E'を用
いて
　a＝(3・fg・R/(2・E'))1/3　…(3)
　E'＝2・E/(1－ν2)　…(4)
と計算される。また、Φは接触方向係数と呼ばれるパラメータであり、
　Φ＝fl/(μ・fg)　…(5)
で表される。
【００２５】
　この弾性体モデルパラメータの算出を、次のようにして行う。
　(1)まず、被検者に指幅測定装置１６を装着してもらい、図１(a)に示すように、その指
先１２を透明板１１に押し付けてもらう（図１では指幅測定装置１６は図示を省略した。
）。
　(2)そして、被検者に、その押し付け力（fz）及び左右方向の力（fx）を変化させても
らう。
　(3)その間、被検者の指先１２の左右の側端の位置をそれぞれ測定するとともに、力検
出部１３により透明板１１に付与される押圧力fz(s)と接線力fx(s)を測定する。また、指
先１２と透明板１１の間の滑りを測定する。ここで、指先１２の左右の側端の位置の変化
は、図３の左右のアーム１６ａ、１６ｂの歪ゲージ１６ｃ、１６ｄの出力v1(s)、v2(s)で
表す。なお、sは時間の逆数（1/t）である。
　接線力fxを変化させたときの指先の左右の歪ゲージの出力v1(s)、v2(s)の変化の一例を
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図６(a)に、また、押圧力fzを変化させたときのv1(s)、v2(s)の変化を図６(b)に示す。
　(4)押圧力fz(s)と接線力fx(s)、及び、指先の左右の側端の位置の変化v1(s)、v2(s)に
基づき、伝達関数パラメータ算出部２３が、次の式で定義される伝達関数G(s)のパラメー
タ（a11～e22）を算出する。
　F(s)＝G(s)・v(s)　　　　…(6)
　式(6)において、F(s)及びv(s)は次式に示すような2次元ベクトルであり、G(s)は図７に
示す2×2行列である。
　F(s)＝(fx(s),fz(s))　　…(7)
　v(s)＝(v1(s),v2(s))　　…(8)
　図７の例では伝達関数G(s)はsの2次多項式を用いているが、伝達関数はこれに限られな
い。
【００２６】
　また、これらの値fz、fxを用いて、弾性体モデルパラメータ算出部２４が式(1)より（
式(1)では、fz＝fg、fx＝fl）、指先の弾性体モデルのパラメータである縦弾性率E、動粘
性係数ν、摩擦係数μを算出する。
【００２７】
　こうして、被検指の伝達関数G(s)のパラメータ及び弾性体モデルのパラメータを決定し
た後、その被検指と実際の被検物の間の力学的関係を実測する。すなわち、
　(1)指幅測定装置１６を装着した状態で、指先１２を被検物の表面に押し付けてもらう
。
　(2)その時の指先の左右の側端の位置を、指幅測定装置１６の出力v1、v2により測定す
る。
　(3)この測定値（出力値v1、v2）に基づき、先に作成されたこの指の伝達関数Gを用いて
、式(1)により指先と被検物の表面の間の押圧力fz及び接線力fxを算出する。これが、指
先１２と被検物の表面の間に働く力の推定値となる。
【００２８】
　伝達関数Gを用いた算出器の構成例を図８に示す。この構成では、入力値であるv＝(v1,
v2)を積分したものに状態行列を乗じてフィードバックすることを複数回繰り返すことに
より、押圧力F=(fx,fz)を算出する。
【００２９】
　この推定値の精度を検証するため、上記方法で伝達関数を算出した後、図１の指先接触
状態測定装置１０の透明板１１を被検物として、被検者に様々な力で透明板１１に力を加
えてもらい、力検出部１３で実測した値と、指幅測定装置１６の出力v1、v2と伝達関数G
を用いて算出した値（推定値）を同一グラフ上にプロットしたものを図９に示す。グレー
の、変化の激しい線が実測値であり、黒の、変化の少ない線が推定値であるが、両者はか
なり良い一致を示している。
【００３０】
　指先が被検物の表面で滑らない（全面滑りが生じない）間の力学関係は上記の方法によ
り測定することができるが、指先に更にどれだけの力を加えたら指が被検物の表面で滑り
始めるか（すなわち、滑り発生までの余裕係数）を知ることはできない。そこで、この状
態での余裕係数を知るため、前記の指先の弾性体モデルを用いて予め次のようなシミュレ
ーションを行っておく。
【００３１】
　図５に示すように、弾性体モデル１８と剛体板１９の間に種々の値の摩擦係数μを設定
した上で、図１１のような装置を用いて、両者間の滑りの状態を計算した結果を図１０に
示す。図１０(a)、(b)の縦軸は、弾性体モデル１８と剛体板１９の間の接触面の中心に対
する弾性体モデル１８の中心の偏移（Eccentricity、δ）である。図１０(a)は、弾性体
モデル１８と剛体板１９の間の摩擦係数をμ＝1とし、両者を接触させた状態で、剛体板
１９に対して、50 g～500 gの種々の接線力flを印加した場合の、弾性体モデル１８の中
心の偏移（Eccentricity）の時間的変化を示すものである（50g～500gの種々の重量の物
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体を持ち上げた場合に相当）。図１０(a)において、弾性体モデル１８の中心の偏移（Ecc
entricity）の大きさは、接線力flにより異なる。すなわち、接線力flが小さいほど、偏
移（前記の被検者の指先の左右の側端の位置に対応する）が小さく、接線力flが大きいほ
ど、偏移が大きいことを、図１０(a)は示している。
【００３２】
　また、図１０(b)は、一定（200 g）の接線力flを付与し、両者間の摩擦係数μを0.3～1
.8の間で様々に変化させた場合の、弾性体モデル１８の中心の偏移（Eccentricity）の時
間的変化のグラフである。このグラフは、摩擦係数μが0.3と非常に小さいときは弾性体
１８の中心の偏移（Eccentricity）が大きいものの、摩擦係数μがそれよりも大きいとき
（すなわち、指先と被検物の表面の間が滑りにくいとき）は、弾性体１８の中心の偏移（
Eccentricity）は摩擦係数にはあまり依存しないことを示している。
【００３３】
　こうして、被検指先について測定を行うことにより上記のようにその被検指先の弾性体
モデルのパラメータを決定し、そのパラメータを有する弾性体を用いて、剛体面である被
検物の表面との間の様々な押圧力fg、接線力fl、摩擦係数μについてシミュレーションを
行っておくことにより、被検指先を被検物の表面に押し付けている際の余裕係数Φを次の
ように計算することができる。
　Φ＝fx/(μ・fz)　　…(9)
　式(9)の状態は、分かりやすく表すと、図１２のようになる。すなわち、垂直押圧力fz
とそれに摩擦係数を乗じた値μ・fzで形成される三角形（3次元的には、接触点を頂点と
する円錐。これを摩擦円錐と呼ぶ。）の中に接線力fxが収まっている間は、滑りが生じな
い。余裕係数Φは、その摩擦円錐内での接線力の位置を表す。
　この余裕係数Φを算出することにより、指先がその被検物の表面で滑り始めるまでに、
まだどの程度力を付与することができるかを知ることができる。
【００３４】
　以上のように、本実施形態による装置を用いて、スポーツ用具や日用品について、指先
のそれら被検物への力の付与状態、及び、各時点での余裕係数を算出することにより、そ
れら用具・用品の開発・改良に資することができる。
【符号の説明】
【００３５】
１０…指先接触状態測定装置
１１…透明板
１２…指先
１３…力検出部
１５…カメラ
１６…指幅測定装置
　１６ａ、１６ｂ…アーム
　１６ｃ、１６ｄ…歪ゲージ
１７…カメラ
１８…弾性体モデル
１９…剛体板
２０…制御装置
　２１…力算出部
　２２…滑り測定部
　２３…伝達関数パラメータ算出部
　２４…弾性体モデルパラメータ算出部
　２５…指幅測定部
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